
学会若手研究者優秀論文賞受賞論文(学会誌掲載論文)関連規定 

 
１.学術研究会で発表された論文から、学会若手研究者優秀論文賞受賞論文(学会誌掲載

論文)を学会に推薦するために、当該規定を制定する。 

２. 若手研究者優秀論文賞の論文(被推薦論文)の執筆者資格、質の担保、本数について 

a 執筆者は日中対照言語学会（中国分会を含む）の会員でなければならない。 

b 論文は、前年度４月からの一年間で学術研究会において口頭で発表され、且つその要

旨及び発表記録が学会ホームページ上で公開されているものでなければならない。(発

表後、論文の形で提出するように通知する) 

c 執筆者は、青年研究者、博士課程の院生であること。  

・博士課程の院生は、発表時に指導教員の推薦書が必要である。 

d 若手研究者優秀論文賞の論文(被推薦論文)は、学術研究会推薦論文査読委員会の

匿名の査読を受けなければならない。 

e 若手研究者優秀論文賞の論文(被推薦論文)は年に２本。 

  f 被推薦論文は、学会誌の投稿規定と執筆要領を遵守しなければならない。編集委員会は、

推薦された論文について、相当の理由がある場合に限り、その理由を付して掲載を不可とする

ことができる。 

 

3. 若手研究者優秀論文選考(学術研究会推薦論文査読)委員会について 

委員長：1名 

委  員：５名～７名（学術研究会委員) 

職  務：査読基準に基づき、学術研究会で発表された論文の査読を行う。学会若手研

究者優秀論文賞受賞論文２本を 6月末日までに選出し、9月末日までに編集

委員会へ提出し、学会研究誌に「学術研究会運営委員会の推薦による若手

研究者優秀論文」欄で掲載する。 

 

４.学術研究会推薦論文査読制度及び査読基準について 

a 研究倫理上の不正行為には厳正に対応する。 

b以下の評価基準を定める。（評価表は別資料参照。） 

（１）リサーチクエスチョンが明確であるか。（１５点）  

（２）先行研究に対する言及が適切におこなわれているか。（１５点）  

（３）研究方法が独創的であるか。（20点） 

（４）論文構成が明晰で、論理展開が緻密であるか。（15点） 

（５）主張に対して適切な証拠が提示されているか。（１５点） 

（６）例文および統計データなどの分析が正確であるか。（10点） 

（７）適切な分量の中で議論が完結しているか。（10点） 

c 若手研究者優秀論文選考(学術研究会推薦論文査読)委員会委員は「査読基準」の項

目ごとに得点をつけ、得点の高い２本を選ぶ。 
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